
甲

日本の軍纏．
拡散外交

外務省軍備管理・科学審議官組織監修
財団法人日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター協力



9. イラク

C 

国連安保理決議687 （大量破壊兵器の廃棄等に関する部分抜粋）

［仮訳］

7. イラクに対し、 1 9 2 5 年 6 月 1 7 日にジュネーヴにおいて署名された窒息性ガ

ス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止

に関するジュネーヴ議定書の下での義務を無条件に再確認し、 1 9 7 2 年 4 月 1 0 

日の細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に

関する条約を批准することを懲憑する。

8. イラクが、次に掲げるものの国際的監視の下での破壊、撤去又は無害化を無条件

に受け入れることを決定する。

(a) すべての化学兵器及び生物兵器並びにすべての化学剤及び生物剤の在庫並びに

すべての関連補助装置及び構成部分並びにそれらのすべての研究、開発、支援及

び製造のための施設。

(b) 射程距離 1 5 0 キロメートルを超えるすべての弾道ミサイル、関連する主要部

品並びにそれらの修理及び生産のための施設。

9. 主文 8 の履行のため、次のとおり決定する。

(a) イラクは、この決議の採択 1 5 日以内に、主文 8 に定めるすべてのものの所在

地、数量、種類に関する申告書を事務総長に提出し、以下に定める緊急実地査察

に合意する。

(b) 事務総長は、適当な政府及び、適当な場合には、世界保健機関事務局長と協議

して、この決議の採択後 45 日以内に、安全保障理事会の承認を得るために、当

該承認の後45 日以内に以下の行動の完了を求める計画を作成し、同理事会に提

出する。

(i)イラクの生物兵器、化学兵器及びミサイルに係る能力の即時に現地査察を実施

する特別委員会の設置（このような査察は、イラクによる申告又は特別委員会

自体による追加的所在地の指定に基づいて行われる。）

(ii)主文 8 (a) に定めるすべてのもの（主文 9 の (b) (i)の下で特別委員会に

より指定される追加的所在地にあるものを含む。）を、公共の安全の必要性を考

慮しつつ、破壊、撤去又は無害化するため、イラクがその所有権を特別委員会

に譲渡すること、及び、主文 8 (b) に定めるミサイルに係るあらゆる能力（発

射装置を含む。）を特別委員会の監督の下にイラクが破壊すること

(iii)主文 1 2 及び 1 3 において要請されている国際原子力機関の事務局長に対する

特別委員会による援助及び協力の提供

1 0. イラクが主文 8 及び 9 に定めるいかなるものの使用、開発、建設又は取得も行

わないことを無条件に約束することを決定し、事務総長に対し、特別委員会と協議
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して、イラクによるこの規定の遵守を将来にわたって継続的に監視し及び検証する

ための計画を作成し、この決議の採択の後 120 日以内に安全保障理事会の承認を

得るために同理事会に提出するよう要請する。

1 1. イラクに対し、 1 9 6 8 年 7 月 1 日の核兵器の不拡散に関する条約の下での義

務を無条件に再確認するよう怨悪する。

1 2. イラクが核兵器、核兵器に利用可能な物質、核兵器のいかなる補助装置若しく

は構成部分又はこれらに関係するいかなる研究、開発、支援若しくは製造のための

施設の取得又は開発も行わないことに無条件に同意すること、イラクがこの決議の

採択の日から 1 5 日以内に、上に掲げるすべてのものの所在地、数量及び種類に関

する申告書を事務総長及び国際原子力機関の事務局長に提出すること、イラクが自

己の核兵器に利用可能なすべての物質を主文 9 (b) にいう事務総長の計画におい

て定められる特別委員会の援助と協力の下での保管及び撤去のために国際原子力機

関による専管的管理の下に置くこと、イラクが主文 1 3 に定めるアレンジメントに

従って緊急現地査察及び上に掲げるすべてのものを時宜により破壊、撤去又は無害

化することを受け入れること、及び、イラクが主文 1 3 に定めるイラクによるこれ

らの約束の遵守を将来にわたって継続的に監視し及び検証するための計画を受け入

れることを決定する。

1 3. 主文 9 (b) にいう事務総長の計画において定められる特別委員会の援助と協

カの下で、イラクの申告及び特別委員会による追加的な所在地の指定に基づいて、

イラクの核兵器に係る能力を即時に現地査察を実施すること、主文 1 2 に掲げるす

べてのものを時宜により破壊、撤去又は無害化することを求める安全保障理事会に

提出するための計画を 45 日以内に作成すること、同計画を安全保障理事会による

承認の日から 45 日以内に実施すること、及び 1 9 6 8 年 7 月 1 日の核兵器の不拡

散に関する条約の下でのイラクの権利及び義務に留意しつつ、主文 1 2 のイラクに

よる遵守を将来にわたって継続的に監視し及び検証するための計画（国際原子力機

関の保障措置がイラクのすべての関連原子力活動に適用されることを確認するため

の同機関の検証及び査察の対象となるイラクのすべての核物質の一覧表を含む。）

を作成し、この決議の採択の日から 1 2 0 日以内に安全保障理事会による承認を求

めるため同理事会に提出することを、事務総長を通じて、国際原子力機関の事務局

長に対して要請する。

1 4. この決議の主文 8 、 9 、 1 0 、 1 1 、 1 2 、及び 1 3 においてイラクによりと

られることとなっている行動は、大量破壊兵器及びその運搬のためのすべてのミサ

イルが禁止される地帯を中東において確立するという目標及び化学兵器の世界的な

禁止という目的に向けての措置となることに留意する。
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安全保障理事会は、

国連安保理決議 1441

［仮訳］

従前のすべての関連する決議、特に 199 0 年 8 月 6 日の決議 661 (1990) 、

1 9 9 0 年 1 1 月 29 日の決議 678 (1990) 、 1 9 9 1 年 3 月 2 日の決議 68

6 (1 9 9 1) 、 1 9 9 1 年 4 月 3 日の決議 687 (1991) 、 1 9 9 1 年 4 月 5

日の決議 688 (1991) 、 1 9 9 1 年 8 月 1 5 日の決議 707 (1991) 、 1 

9 9 1 年 1 0 月 1 1 日の決議715 (1991) 、 1 9 9 5 年 4 月 1 4 日の決議 98

6 (1995) 及び 1 9 9 9 年 1 2 月 1 7 日の決議 1284 (1999) 並びにすべ

ての関連する同理事会議長声明を想起し、

また、 2001 年 1 1 月 29 日の決議 1382 (2001) 及びそれを完全に実施

する同理事会の意思を想起し、

イラクによる同理事会決議の不履行並びに大量破壊兵器及び長距離ミサイルの拡散

が国際の平和及び安全に与える脅威を認識し、

決議678 (1990) は、 1 9 9 0 年 8 月 2 日の決議660 (1990) 及び決

議660 (1990) に続くすべての関連する決議を支持及び履行するために、並び

に同地域における国際の平和及び安全を回復するために、加盟国に対しあらゆる必要

な手段をとる権限を与えたことを想起し、

さらに、決議687 (199 1)は、同地域における国際の平和及び安全の回復と

いう同決議に規定されている目的を達成するために必要な措置として、イラクに対し

義務を課したことを想起し、

決議687 (199 1)により要請されているように、大量破壊兵器及び射程距離

1 5 0 キロメートルを超える弾道ミサイルの開発計画のすべての側面、並びにそのよ

うな兵器、それらの構成部分、及び生産施設の保有状況とその所在地並びに核兵器に

利用可能な物資に関連のない目的のためであるとイラクが主張するあらゆるものを含

むその他すべての核兵器計画に関する、正確で、十分な、最終的かつ完全な開示をイ

ラクがこれまでに行っていない事実を憂慮し、

さらに、イラクが、国際連合特別委員会 (UNSCOM) 及び国際原子力機関（ I

AEA) により指定された場所への即時、無条件かつ無制限の立ち入りを繰り返し妨

害し、決議687 (1991) で要請されているような、 UNSCOM及び IAEA

の兵器査察官に対し十分かつ無条件に協力せず、最終的には 1 9 9 8 年に UNSCO
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M及び IAEAに対するすべての協力を停止したことを憂慮し、

イラクがUNSCOMの後継組織として決議 1284 (1999) により設立され

た国際連合監視検証査察委員会 (UNMOVIC) 、及び IAEA に対し無条件かつ

無制限の立ち入りを認めるよう同理事会が繰り返し要請したにもかかわらず、関連す

る決議で要請されているような大量破壊兵器及び弾道ミサイルの国際的な監視、査察

及び検証が、 1 9 9 8 年 1 2 月以降イラクにおいてなされていないことを憂慮し、ま

た、その結果としての同地域における危機の長期化及びイラク国民の苦しみを遺憾と

し、

また、テロに関しては決議687 (1991) 、イラク市民の抑圧を終了し、イラ

クで援助を必要としているすべての人々への国際的な人道機関によるアクセスを付与

することについては決議688 (1991) 、並びにイラクにより不当に拘留された

クウェイト及び第三国民を帰還させる若しくは行方の判明に協力するため、またはイ

ラクにより不当に奪われたクウェイトの財産を返還することについては決議686

(1 9 9 1) 、決議 687 (1991) 及び決議 1284 (1999) に基づくコミ

ットメントをイラク政府が遵守しなかったことを憂慮し、

同理事会の決議687 (1991) において、同理事会は、停戦が、同決議中のイ

ラクに対する義務を含む同決議の諸規定のイラクによる受諾に基づくことを宣言した

ことを想起し、

イラクにより決議687 (1991) 及びその他の関連する決議に基づく義務が、

無条件かつ無制限に、完全かつ即時に履行されることを確保することを決意し、また、

同理事会の決議はイラクの履行を判断する基準を構成することを想起し、

特別委員会の後継組織としての UNMOVIC、及び IAEAの効果的な活動は、

決議 687 (1991) 及びその他の関連する決議の実施のために不可欠であること

を想起し、

2002 年 9 月 1 6 日付イラク外相発事務総長宛書簡は、関連する同理事会の決議

のイラクによる継続的な不履行を修正するための必要な第一歩であることに留意し、

さらに、 UNMOVIC及び IAEAによるイラクにおける査察の再開のための前

提条件であるウィーンでの会合のフォローアップとしての実施取り決めを示す 200

2 年 1 0 月 8 日付UNMOVIC委員長及び IAEA事務局長発イラク政府アル・サ
ーディ中将宛書簡に留意し、また、同書簡において示された取り決めに対する確認が

イラク政府より行われていないことに対し最も重大な懸念を示し、

イラク、クウェイト及び近隣諸国の主権及び領土保全に対するすべての加盟国のコ

ィ
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ミットメントを再確認し、

この点に関し、事務総長並びにアラブ連盟諸国及び同事務総長の努力を賞讃し、

同理事会の決定の完全な履行を確保することを決意し、

国際連合憲章第 7 章の下に行動し、

1. イラクは、特に国際連合査察団及び IAEAに対する協力及び決議 687 (19 

g 1) のパラグラフ 8 から 1 3 に基づき要請されている行動の完了を怠っているこ

とにより、決議687 (1991) を含む関連する決議に基づく義務の重大な違反

をこれまでも犯しまた依然として犯していることを決定する。

2. 上記のパラグラフ 1 を認識しつつ、イラクに対し、この決議により、同理事会の

関連の決議の下での武装解除の義務を遵守する最後の機会を与えることを決定し、

その結果、決議687 (1991) 及びその後の同理事会の関連の決議により設置

された武装解除プロセスを完全かつ検証可能な形で完了する目的のために、強化さ

れた査察体制を構築することを決定する。

3. イラク政府は、 UNMOVIC 、 IAEA及び同理事会に対し、その武装解除の

義務の履行を開始するために、既に求められている年二回の申告書の提出に加え、

この決議の採択の日から 30 日以内に、化学、生物及び核兵器、弾道ミサイル並び

に無人飛翔体及び航空機搭載用散布手段等その他の輸送手段の開発計画（そのよう

な兵器、構成部分、副構成部分、剤の在庫並びに関連物資及び機材のすべての保有

状況及び正確な所在地、その研究、開発及び生産施設の所在地及び作業、並びにイ

ラクが兵器の生産または物資に関連のない目的のためであると主張するあらゆるも

のを含むその他のすぺての化学、生物、核計画を含む。）のすべての側面に関する

現時点における正確、十分かつ完全な申告書を提供することを決定する。

4. この決議に基づきイラクより提出された申告書における虚偽の供述または省略並

びにいかなる時点においてであれイラクがこの決議の履行及び実施のための完全な

協力を行わないことは、イラクの義務の更なる重大な違反を構成し、下記のパラグ

ラフ 1 1 及び 1 2 に従い、評価のために同理事会に報告されることを決定する。

5. イラクは、 UNMOVIC及び IAEAに対し、 UNMOVIC及び IAEAが

査察を希望する地下を含むすべての地域、施設、建物、機材、記録及び輸送手段へ

の即時、円滑、無条件かつ無制限のアクセスを付与すること、並びにUNMOVI

Cまたは IAEAが会見を希望するすべての政府職員及びその他の者に対し、 UN

MOVICまたは IAEAがそのいずれかの権限に基づき選択する態様または場所

において、即時、円滑、無制限かつ余人を交えないでアクセスを付与することを決
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定し、さらに、 UNMOVIC及び IAEAは、その裁量でイラクの内外において

会見を行い、会見対象者及び家族のイラク国外への移動を容易にし、並びにUNM

OVIC及び IAEAの独自の裁量で、その会見がイラク政府からの監視者の同席

なしに行うことができることを決定し、また、この決議の採択の日から 45 日以内

に査察を再開し、その日から 60 日以内に同理事会に報告することをUNMOVI

C に対し指示し、 IAEAに対し要請する。

6. この決議に附属されている 2002 年 1 0 月 8 日付の UNMOVIC委員長及び

IAEA事務局長発イラク政府のアル・サーディ中将宛書簡を承認し、同書簡の内

容がイラクを拘束することを決定する。

7. さらに、 UNMOVIC及び IAEAのプレゼンスに対するイラクによる長期に

わたる中断に鑑み、またこれらの機関がこの決議及びこれまでの全ての関連する決

議に規定された任務を遂行するために、これまでの了解にかかわらず、同理事会は

これらの機関のイラクにおける作業を円滑にするために、ここに、次のとおり改訂

または追加された権限を定め、これらがイラクを拘束することを決定する。

-UNMOVIC及び IAEAは、査察団の構成を決定し、同査察団が参加可能な

もののうち最も能力を有し経験の豊かな専門家により構成されることを確保する。

ーすべてのUNMOVIC及び IAEAの要員は、国際連合の特権及び免除に関す

る協定及び IAEAの特権及び免除に関する協定において与えられている特権免除

を享受する。

-UNMOVIC及び IAEAは、イラクに出入国する無制限の権利、査察場所へ

の自由、無制限かつ即時に出入りする権利及び決議 1154 (1998) の規定に

かかわらず、その他の場所と同様の大統領関連施設への即時、円滑、無条件かつ無

制限のアクセスを含むいかなる場所及び建物への査察を行う権利を有する。

-UNMOVIC及び IAEAは、イラクより、イラクの化学、生物、核及び弾道

ミサイルの計画に現在及びこれまでかかわったすべての者並びに関連する研究、開

発及び生産施設の名前を提供される権利を有する。

-UNMOVIC及び IAEAの施設の安全は、十分な国連の警護要員により確保

される。

-UNMOVIC及び IAEAは、査察すべき場所を凍結する目的のために、査察

されている場所において何も変更されず、何も持ち出されないように、イラクが陸

上及び空中の移動を停止する周辺地域及び移動回廊を含む、排除区域を宣言する権

利を有する。

-U I\I MOVIC及び IAEAは、有人及び無人偵察機を含む固定及び回転翼航空

機を自由かつ無制限に使用し着陸させる。

-UNMOVIC及び IAEAは、独自の裁量で、すべての禁止された兵器、補助

装置、構成部分、記録、資材及びその他の関連品目を撤去、破壊及び無害化する権

利、並びにその生産のためのいかなる施設または機材も押収または閉鎖する権利を

有する。
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-UNMOVIC及び IAEAは、 UNMOVIC及び IAEAの要員または公的

若しくは私的な荷物の検査を受けることなく、査察のための機材や物資を自由に輸

入し使用する権利、及び査察の間に入手したいかなる機材、物資、書類も押収し輸

出する権利を有する。

8. さらに、イラクが、同理事会決議を支持するために行動している国連または I A 

EAまたはいかなる加盟国のいかなる代表または職員に向けて敵対行為をとりまた

はその威嚇を行ってはならないことを決定する。

9. 事務総長に対し、イラクを拘束するこの決謙をイラクに即時に通報することを要

請し、その通報から 7 日以内に、イラクがこの決議を完全に履行する意図があるこ

とを確認することを要求し、また、イラクがUNMOVIC及び IAEA に即時、

無条件かつ積極的に協力することを要求する。

1 0. すべての加盟国が、 UNMOVIC及び IAEAに対し、その権限の執行にお

いて、禁止品目を取得しようとする 1 9 9 8 年以降のイラクの企てに関することを

含む禁止された計画またはその他のUNMOVIC及び IAEAの権限の側面に関

わるすべての情報を提供することにより、並びに査察すべき場所、会見すべき人物、

その会見の条件及び収集すべき情報に関して勧告を行うことにより、十分な支援を

提供することを要請する。その支援の結果はUNMOVIC及び IAEA により安

保理へ報告されなければならない。

1 1. U NMO VIC委員長及び IAEA事務局長に対し、査察活動に対するイラク

のいかなる妨害、及びこの決議の下での査察に関する諸義務を含む、武装解除の義

務についてのイラクのいかなる不履行も直ちに同理事会に報告することを指示す

る。

1 2. 国際の平和及び安全を確保するために、情勢及び関連する同理事会決議のすべ

ての完全な履行の必要性を検討するため、上記のパラグラフ 4 または 1 1 による報

告を受けて即時に会合することを決定する。

1 3. その文脈において、同理事会がイラクはその継続的な義務違反の結果、深刻な

結果に直面すると繰り返し警告してきていることを想起する。

1 4. この問題に引き続き関与することを決定する。
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国連査察団による安保理報告（2003年 1 月）の概要

1 月 27 日 (N y時間）、安保理公開会合が開催され、ブリックス UNMOVIC委

員長及びエル・バラダイ IAEA事務局長により、安保理決議 1441 に基づく査察に関

する最新の報告が行われた。その概要は以下の通り。

l1 ．査察への協力について 1
●査察の手続き面での協力に関しては、各事務所の立ち上げや施設への立ち入り等に

ついては概ね協力的であったが、次のようないくつかの問題点があった。

t> U-2 偵察機による査察飛行に関し、イラク側は許可を与えなかった。

t>イラクに対する飛行禁止地区でのヘリコプターの飛行に関し、イラク側の主張に

より、同乗を認めた。

t>査察事務所前での抗議行動、および査察員の私的行動を不当に非難。

●実質的な面に関する協力については、決議 1 4 4 1 はイラク側の積極的な協力を要 ィ
請しているが、イラク側からそのような協力はまだ得られていない。

フ

12 ．申告書について I ク
●イラクが提出した申告書は、新たな証拠を含んでおらず、疑問の解消に役立ってい

ない。 1998年12月に活動停止を余儀なくされた国連査察団 (UNSCOM) が指摘してい

た、化学兵器、生物兵器等についての疑惑に応えていない。

|3 ．化学兵器について I
●イラクは約 6500 発の化学兵器砲弾を廃棄した証拠を示していない。

●査察の結果、（合計 1 6 発の）化学兵器用弾頭を発見した。

●査察の結果、ある施設の研究所でマスタードガスの前駆物質を発見した。

●イラクは湾岸戦争当時に保有していたVX ガスの行方についての疑問に答えていな

い。

|4 ．生物兵器について 1
●炭疸菌の廃棄について、確実な証拠を示していない。

|5. ミサイルについて I
●査察団による調査の結果、イラクが開発を進めていたミサイルの一部が、（決議に

より制限されている） 1 5 OKmを超える飛行能力があることが判明した。

●UNSCOM当時、査察団がイラクに対しミサイルの直径を600mm以下にするよう制限

したにもかかわらず、一部のミサイルの直径は、 760mmに増強された。

●イラクはミサイルのエンジン 380 基を決譲に違反して輸入した。
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|6 ．核兵器開発について 1
●イラク国内在住科学者の自宅で、ウラン濃縮技術に関する文書が発見され、追加的

な証拠の供与等、更なる協力を要請。

●（核兵器の起爆に使用可能な）高性能爆薬、 1991 年以降のウラン輸入疑惑等について

は、更に調査する。

|7 ．科学者等への聴取 l
• 1 1 人のイラク科学者等に対しインタビューを求めたところ、政府関係者の同席等

の条件を付され、単独での個別インタビューは行われていない。
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国連査察団による安保理追加報告 (2003年2月）の概要

2 月 1 4 日 (N y時間）、安保理公開会合が開催され、ブリックス UNMOVIC委

員長及びエル・バラダイ IAEA事務局長により、安保理決議 1441 に基づく査察に関

する追加報告が行われた。その概要は以下の通り。

|1 ．査察への協力について 1
●各施設へのアクセスは、大統領関連施設を含めて、今までのところ問題はないが、

実質的な協力については単にドアを開ける以上のことが必要。

●査察官に兵器を探し出す義務はない。

●「即時、積極的、無条件の協力」が得られるのであれば、査察を通じた武装解除は

短期間ですむであろう。

|2 申告書について 1 ィ
●イラクが提出した申告書は、大量であるにもかかわらず、未解決の疑問に答えるた

めに必要な新たな資料や証拠を提示する機会を逃した。 ラ

13 ．化学兵器について！
●化学兵器用の物質 1 0 0 0 トン（注：約 6500 発の化学兵器砲弾相当）の行方が

分からない。

●見つかった（合計 1 6 発の）化学兵器用弾頭は申 告され廃棄されるべきだった。

● 2 月 9 日にイラクが提出した資料には、 vx （ガス）に関する新しい情報無し。

|4 ．生物兵器について 1
●炭疸菌の行方について申告書は答えていない。

● 2 月 9 日にイラクが提出した資料には、炭疸菌に関する新しい情報無し。

|5. ミサイルについて 1
●「アル・サムード 2 」等の射程距離が（決議により制限されている） 1 5 0 Kmを超

えることが結論づけられた。

●イラクはミサイルのエンジン 380 基を決議に違反して輸入した。

● 2 月 9 日にイラクが提出した資料には、ミサイルに関する新しい情報無し。

|6 ．核兵器開発について 1
●（核兵器の起爆に使用可能な）高性能爆薬 HMX 、（遠心分離器に使用可能な）強化

アルミ管について引き続き調査。
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国連査察団による安保理追加報告(2003年3月）の概要

3 月 7 日 (N y時間）、イラク問題に関する安保理公開会合が開催され、ブリックス U

NMOVIC委員長及びエルバラダイ IAEA事務局長による追加報告が行われた。そ
の概要は以下の通り。

＂響』層翫冨聾国一H
| (1) 手続き面 I
●手続き面において殆ど問題はない。

●査察活動に（イラク側との）摩擦がないわけではないが、現在、無通告の査察をイラ

ク全土で実施でき、航空査察の増加も可能である。

●飛行禁止空域におけるヘリコプターと偵察機の運用に関する当初の困難は克服され

た。

●米の U-2 、仏のミラージュ、の各偵察機は、既に我々に有用な画像を提供している。

| (2) 文書及びインタビュ―|
●イラクは高度に発達した行政機構を有しており、禁止された兵器プログラムに関する

より多くの証拠文書を提出できるはずであるが、査察開始後、若干の証拠文書が公開
されただけに過ぎない。

• 1 2 月 7 日のイラクによる申告には、新たな証拠文書が含まれておらず我々を失望さ

せた。

●廃棄に携わった関係者に関する詳細な情報からすれば、廃棄された様々な物質に関す

る量などに関する記録もまた残っているはずである。
●証言が外的な圧力の影響を受けていないという確信を得られるような、態様及び場所

でのインタビューが実施できることが、より重要となる。

● 38 名に個別インタビューを申し込み、実施できたのは 1 0 名で、その内 7 名は先週

実施された。

●イラク側が否定している、地下における禁止活動の実施に関しては、イラクは大量破

壊兵器の生産及び貯蔵に適した全ての地下構造物に関する情報を提供すべきである。

査察チームは地下探知レーダー機器も使用しているが、これまで問題となる地下施設

は発見されていない。・

●各国の情報機関はイラクが移動式生物兵器生産施設を有しているとしているが、イラ

クはこれを否定している。これまでの査察では、禁止された活動の証拠は発見されて

いない。イラクには地上輸送のランダムチェック 実施への協力が期待される。

| (3) 最近の動き I
●アル・サムード 2 ミサイルの廃棄は、 1 9 9 0 年代の半ば以来、初めての実質的な武

装解除の措置である。しかしながら、本日 (3 月 7 日）廃棄は実施されていない。こ

れが一時的なものであることを望む。これまでに、アル・サムード 2 ミサイルを 34
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基（訓練用ミサイル 4 基を含む）、 2 基の実戦用弾頭、 1 基の発射基、 5 基の（ミサ

イル）エンジンが UNMOVIC の監督のもとで廃棄された。 2 つの再構築された鋳造鋳

型も破壊された。

●アル・ファタミサイルの合法性は未だ検討中である。

●炭疸菌、 vx 、ミサイルに関する文書が、最近更に提出された。多くのものは、既に

イラクが申告したものの繰り返しであるが、幾つかは更なる研究と議論が必要。

• 1 9 9 1 年にイラクが廃棄した生物・化学兵器の量に関する不確実性を精査するため

の意義あるイラクの努力が行われている。イラクは 2 つの R400 爆弾と 6 つの他の

爆弾を発掘した。爆弾の破片も見つかっており、サンプルが取られている。

●イラクは単独で廃棄した炭疸菌の量を調べるために先端技術を用いることを提案して

いるが、それを用いたとしてもその結果はまだ解釈の余地を残すものとなる。炭疸菌

の生産量について究明しなければならない。

●イラクは、大量破壊兵器関連活動に従事することを禁止する大統領令に続き、法律を

制定する旨最近通告してきた。

●若干後ろ向きな協力の期間の後、 1 月末以降、イラク側からのイニシアチブの加速が

あり、歓迎される。しかし、これらの措置が問題の解決につながるかどうかが重要で

あり、これはまだ明らかでない。

●現在イラク側によって取られている多くのイニシアチブは「積極的」、「能動的」と

言えるにしても、これらが「即時の」協力であるとは言えない。また、必ずしも全て

の分野をカバーしているわけでもない。

イ

フ
ク

| (4) その他 I
●未解決の武装解除問題 (U D I) の 29 項目のリストを、安保理理事国に対し要請

ベースで提供する用意がある。

● UNMOVICは、決議 1 2 8 4 に従って、今月末までに残された武装解除問題を含

む「作業計画」案を安保理に提出する予定である。

●武装解除及びその検証は瞬時には不可能である。外部からの圧力が継続して、イラク

による能動的な協力が得られたとしても、査察作業を通じて結論を導くにはまだ時間

がかかる。それは数年、数週間という単位ではなく、数ヶ月となろう。

一三＇匿置雹馴"’"
| (1) 査察活動

IAEA は計 2 1 8 回の査察を 1 4 1 の地点において実施した。そのうち 2 1 ヶ所

はこれまで査察を受けていなかった場所である。右に加え、 IAEA の専門家は多く

の UNMOVIC/IAEA 合同査察に参加した。

| (2) 技術的方法1
空中浮遊粒子のサンプリングを 3 回実施。水や植物等から採取した環境サンプリン

グも実施。過去 3 週間の間に約 2000 キロに渡って車載機器による放射線調査を実
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施し、軍事施設、軍事工場、住宅地等の計 7 5 ヶ所を調査した。また、過去に核開発

プログラムに携わっていた専門家や科学者とのインタビューを行った。過去 1 0 日の

間に、立ち会い及び録音がないインタビューを 2 回行ったが、国外の元イラク人科学

者とのインタビューも含め、このようなインタビューが妨害なく続けられることを期

待している。

| (3) ウラン濃縮
イラクによる強化アルミ管輸入については、 IAEAは、ロケット製造以外の目的

はないと判断した。しかし、本件については今後とも調査していく。輸入された磁石

は、遠心分離器の目的に使われていないことを確認した。ニジェールからのウラン輸

入疑惑については、 1 9 9 9 年から 2001 年の間に取引きがあったことを示す文書

を検証したが、かかる文書が真正なものでないことが確認された。しかし、 IAEA 

は、イラクによる不正輸入に関する新たな証拠が見つかれば、引き続き調査していく。

| (4) 結論|
イラクに対する査察については、過去 3 ヶ月間、とくに 2 月 1 4 日に安保理におい

て報告して以来、重要な前進があった。現時点では以下のことが言える。

（イ） 1 9 9 8 年以降、新たに建設又は再建された建物においてイラクが核開発計画

を再開したこと、及び、査察対象となった施設において禁じられた核関連活動が行

われていることを示すものはない

（口） 1 9 9 0 年以降、イラクがウランの輸入を試みたことを示すものはない。

（ハ） 強化アルミ管を遠心分離器使用目的のために輸入したことを示すものはない。

（二） 遠心分離器使用目的に磁石を輸入したことを示すものはない。

過去 3 ヶ月間の調査の結果、現時点ではイラクが核プログラムを再開したことを示す

証拠または示唆するものはない。 IAEA としては、査察を継続していくつもりである。

各国からも具体的行動に結びつくような情報を引き続き提供してもらいたい。過去 3 週

間、おそらく国際社会からの増大し続ける圧力によりイラクは積極的に協力している。

IAEA は、 1 9 9 1 年以来蓄積したイラクに関する知識と安保理決議 1 4 4 1 に基づ

き与えられた権限、全ての国からの協力及びより積極的なイラクの協力により、近い将
来に安保理に対し、イラクの核関連能力についての客観的かつ完全な評価を提供できる

であろう。
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UNSCOM/UNMOVIC報告による主なイラクの大量破壊兵器疑惑
UNSCOMによる査察活動（1991~1998年）を取りまとめた報告で指摘された多数の疑惑は、 UNMOVICによる査察

活動 (2002年 11 月～2003年3月）においてもほとんど解明されなかった。更に、イラクが安保理決議違反ではないと主張し
ていたアルサムード2ミサイルの射程距離が、安保理決議に違反していると認定された。

1. 化学兵器 I
UNSCOM報告 UNMOVIC報告

品目 イラクの自己申告した 廃棄実績等 評僅（残る主要な疑惑） 評価

生産（取得）豆等 ; 

化学兵器弾薬 約56000発 約40000発 約900発 •300個～350個のR-400燻弾、 550発のマスタード砲弾が行方不明

（砲弾等） （湾岸戦争以後にUNSCO (UNSCOM監視 （約15000発が通常兵器

Mにより搾認された保有 下で廃棄） に転用されたことは確
量） 認）

化学剤： 約3860トン 411 トン イうりは、大量の化学兵 ·6526発の空中投下爆弾（化学剤約1000トンに相当）に関する行
マスタード、 (UNSCOM監視 器（化学剤や弾薬）を一 方が不明．（主にマスタード、更にサリン、タプン）
サリン、タブン等 下で廃棄） 方的に廃棄したと主張 ・湾岸獣争中破壊されたとする 160個の空中投下爆弾（サリン）に

しているが、根拠文書 ついては疑問が残る。また、イうクがサリン類の生産能力を有する
等がなく、検証されてい 可能性あり．

ー·’卓尋~詈·••······-·---·
ない． •.・.廃イ.ラ.棄ク..は量・タ・に·プ·つ:,3···い0· ト·てン··を·は·廃·検··棄証··し·が·た·出·と··来申··て·告··いし··なた··いが···．、··残··存···の··可···能··性···あ··り··．•• 

VX 3.9トン 1.5トン
·2·.·4· ト·-ン·以··上--·が·•未ー・ー確・疇認•--··· 

（イラク申告量）

化学剤前駆物質 約3920トン 2610トン 約 1300トン以下 ·VXの主要な前駆物質の計量に重大な不一致が存在．
（※前駆物質とは、 (UNSCOM監視 （イうクが湾岸戦争で破 ・タプン、．）マン等の前駆物買の申告、説明が不十分．

化学反応において 下で廃棄） 壊、または一方的に廃

目的とする生成物 棄したと申告したものの

の前段階にある一 量は未確認）

運の物質）

2. 生物兵器
UNSCOM報告 UNMOVIC報告

品目 イラクの自己申告した 評価（残る主要な疑惑） 評価

生産ぼ得）量等
ポツリヌス毒素 約19000リ7トル 約19000リ9トル以上 •イうクは、生産されたポツリヌス膏素の合計は、 19000リ9 ト，，と申

（申告の裏付けがなく、申告量の2倍は 告しているが、 UNSCOMは量が確認出来ず少なくともその2倍

生産されたと考えられる．また、イうクが一 を生産することも可能であったとしている。
方的に廃棄したとする数量は確認できな ·7ル•7セインミサイルの弾頭及びR-400爆弾に充填されたことに疑
ぃ．） 間はないが、実際の数値は不明．

炭疸薗 約8400111トル 約8400リットル以上 •イラクは炭疸薗の合計生産量を8445,}9トルと申告しているが、更
（申告の裏付けがなく、申告量の 3倍は に湾岸戟争中に100011,トル生産したとの情報がある。
生産されたと考えられる．また、イうクが一 ・約10000リ9トルの炭疸菌が廃棄されず残っていると考えられる．
方的に廃棄したとする数量は確紐できな

ぃ．）

アフラトキシン 2200リ9トル 2200リ9トル以下 ・イラクの申告によれば、 2200~2390リ1トルのアフラトキシンを製
（申告の裏付けがなく、申告量は生産で 造したとされるが、記録が無く確認できない．
きなかったと考えられる。また、イうクが一
方的に廃棄したとする数量は確認できな
ぃ．）

生物兵器弾薬（爆 225発 157発以上 ・検証可能な情報不足のため｀イうりの申告を検証できない．
弾等） （イうクが一方的に廃棄したとする数量は

確認できない。）

ィ

フ

ク

3. 弾道ミサイル 1
UNSCOM報告 UNMOVIO輯告

品目 イラク申告量 廃棄実績等 評価（残る主要な疑惑） 評価と廃棄実績
頃；岸戦争以後の保有量）

スカッドミサイル 819基 8 t 7基 2基所在不明 •UNSCOMは819基のうち 2基を除き、使用・廃棄が確認出来た
(UNSCOMによ と報告したが. I~基の使用について確認出来ていない．
り使用・廃棄を ・弾頭約50発についても廃棄が確比出来ていない。
確認）

その他のミサイル イラクのミサイル計回は、湾 ·1/1,•サムード2ミサイルについては、評価の結果、射程距離が150K

岸戦争とその後の査察 mを超え安保理決罐違反とほ定．保有91基のうち 66基を庚棄．

で打撃を受けたが、ミサイ （その他、ミサイルエンジン、発射台等も廃棄）

ルの製造計画をあきら
めていないと見られる．

生物・化学兵器用 75発 30発 45発 ・申告数が何度も変わっており、信頼性に疑問あり．

特殊弾頭 (UNSCOM監視 （イうクが一方的に廃棄し
下で廃棄） たと申告した数量が未

確認）

ミサイル推進剤（燃 約4120トン 約 3170 トン以 500トン以上 ・スカ9ドミサイルの液体燃料の廃棄等について確認できない．

料等） 下(UNSCOMに （イうクが一方的に廃棄し

より使用・廃棄 たと申告した数量が未
を確ほ） 確認）

419 



内閣総理大臣談話

平成15年3月 20 日
閣議決定

我が国は、今日の国際社会において、大量破壊兵器の拡散を防止することが我が
国を含む国際社会全体の平和と安全にとって極めて重要であると考えます。我が国
を取り巻くアジア地域も、大量破壊兵器の拡散問題と決して無縁ではありません。
我が国は、これまで一貫して、イラクの大量破壊兵器の問題については、国際協調
の下に平和的解決を目指し、独自の外交努力を続けてまいりました。しかしながら、イ
ラクは、 12年間にわたり、 17本に及ぶ国連安保理決議に違反し続けてきました。イ
ラクは、国際社会が与えた平和的解決の機会を一切活かそうとせず、最後の最後ま
で国際社会の真摯な努力に応えようとしませんでした。
このような認識の下で、我が国は、我が国自身の国益を踏まえ、かつ国際社会の責
任ある一員として、我が国の同盟国である米国をはじめとする国々によるこの度のイ
ラクに対する武力行使を支持します。
我が国は、戦闘が一刻も早く、しかも国際社会に対するイラクの脅威を取り除く形
で、終結することを心から望んでいます。イラクが一日も早く再建され、人々が自由で
豊かな社会の中で暮らして行けるよう、国際社会がイラクの復旧・復興のための支援
を行っていくことが重要だと考えます。我が国は、イラク及びその周辺地域の平和と
安定の回復が我が国にとっても重要であるとの認識に立って、積極的な対応を行って
まいります。
政府としては、必要な施策を効果的かつ迅速に遂行し対応に万全を期すことができ
るよう、的確な情勢把握と国民に対する十分な情報提供に努めます。

1 我が国は、以上のような考え方に立って、緊急に対応すべきものとして、次に
掲げる対処方針を決定いたしました。
第一に、イラクとその周辺における邦人の安全確保のために万全の措置を講じ
てまいります。
第二に、国内重要施設、在日米軍施設、各国公館の警戒警備等、国内におけ
る警戒態勢の強化・徹底を図ります。
第三に、我が国関係船舶の航行の安全を確保するため所要の措置を講じてま
いります。
第四に、原油の安定供給をはじめ、世界及び我が国の経済システムに混乱が
生じないよう、関係国と協訓し、状況の変化に対応して適切な措置を講じてまい
ります。
第五に、被災民の発生に応じ、国際機関及びNGOを通じた支援、並びに周辺
国に対する国際平和協力法に基づく自衛隊機等による人道物資の輸送等の支
援を含め、緊急人道支援を行います。

2 我が国は、今後の事態の推移を見守りつつ、次に掲げる措置を検討することを
決定いたしました。
第一に、今回の武力行使によって経済的影響を受けるイラク周辺地域に対し
て、影響を緩和するための支援を行います。
第二に、イラクにおける大量破壊兵器等の処理、海上における遺棄機雷の処
理、復旧・復興支援や人道支援等のための所要の措置を講じてまいります。

3 併せて、我が国は、アフガニスタン等におけるテロとの闘いを継続する諸外国
の軍隊等に対し、テロ対策特措法に基づく支援を継続・強化します。
国民の皆様のご理解とご協力を切にお願いいたします。
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